
LL051207保01

電子申請できる雇用関係助成金の

対象が拡大しました。



雇用関係助成金ポータルで電子申請が可能な助成金

❶ 雇用維持関係 ❷ 在籍型出向支援関係 ❸ 再就職支援関係
・雇用調整助成金 ・産業雇用安定助成金 ・労働移動支援助成金

❹ 転職・再就職 ❺ 雇入れ関係 ❻ 雇用環境の整備関係
拡大支援関係 ・トライアル雇用助成金 ・人材確助島支援助成金

・中途採用等支援助成金 ･ 地域雇用開発助成金 ･ 通年雇用助成金

･ キャリアアップ助成金（※）

❼ 仕事と家庭の両立支援関係 ❽ 人材開発支援関係
・両立支援等助成金 ・人材開発支援助成金

社会保険労務士や代理人による申請にも対応しています。紙の申請と他の電子申請※も引き続きご利用いただけます。
※e-Gov電子申請。

※社会保険適用時処遇改善コースについては、令和５年12月18日時点で計画届・変更届のみ申請可能。


